
学校教育法施行規則で定められた情報の公表（令和 7 年度） 修学上の情報  

（７）研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入
学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合、
その他学位授与の状況

標準修業年限以内で修了した者の占める割合（令和 7 年 3 月 31 日現在）  

令和 6 年度における人間科学研究科  心理臨床学専攻の修了生数は 6 名で、全員に修士（心理臨床学）の学位が

授与された。  

その内、標準修業年限（ 2 年）以内で修了した者は 5 名で、全体に占める割合は 83.3％である。  


